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独立行政法人国立環境研究所の達成すべき  

業務運営に関する目標（中期目標） 

 

 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の規定に基づき、独立行政法

人国立環境研究所の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を次のとおり定める。 

 

平成２３年 ３月 １日 

変更 平成２５年 ３月２５日  

変更 平成２７年１１月１３日 

 

独立行政法人国立環境研究所（以下「国環研」という。）は、平成１３年４月に環境省国立環境研

究所を改組し独立行政法人として発足した。わが国の環境行政の科学的、技術的基盤を提供する機

関として、また、国際的にも環境分野における中核的機関として、地球環境保全・公害の防止・自

然環境の保護及び整備その他の環境の保全（以下「環境の保全」という。）に関する調査及び研究を

行ってきた。 

環境問題が一層多様化・複雑化する中で、平成２２年６月の中央環境審議会において、「環境研究・

環境技術開発の推進戦略について」（以下「推進戦略」という。）がまとめられた。その中で、(1)

脱温暖化社会、(2)循環型社会、(3)自然共生型社会、及び(4)安全が確保される社会の実現、さらに、

いずれにも共通な領域、横断的領域、社会実装のための研究推進が重要とされた。第３期中期目標

期間においては、第２期中期目標期間に引き続き業務の効率化を進めるとともに、推進戦略を踏ま

え、国家や社会への貢献が急がれる課題や、環境科学技術面から取組が急がれる課題にこれまで以

上に対応が求められる。 

今後も、環境研究に関する中核的機関として、また政策貢献を担う研究機関として国環研が更な

る発展を続けていくためには、組織全体としても、個々の研究者としても、社会が国環研に期待し

ている役割を日頃より謙虚に受けとめながら、日々の研究活動に真摯に取り組む姿勢を継続してい

くことが重要である。 

このような活動を進めることにより、環境科学技術に進歩をもたらし、社会に貢献し、国内外に

評価される国環研を目指し、人々から常に期待と尊敬を集められるような組織として一層の発展を

期待する。 

  

 

第１ 目標の期間 

 

 目標の期間は、平成２３年度から２７年度までの５年間とする。 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

 第２期中期目標に掲げた基本理念に沿って、引き続き業務の一層の充実を図るとともに、第２
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期中期目標期間における成果や社会的な要請等の変化を踏まえ、これまでの研究課題の見直しを

通じた研究業務の最適化が求められる一方、新たな課題に対しても果敢に取り組むことが必要で

ある。第３期中期目標期間においては、我が国の環境研究の中核的機関として、政策貢献を担う

役割をさらに強化するとともに、持続可能な社会の構築に向けて、環境政策への貢献や技術・シ

ステムの社会実装につながる課題対応型研究、分野横断型研究を重視しつつ、長期的展望と環境

政策への貢献の双方に立脚した学際的かつ総合的で質の高い環境研究を推進する。 

まず、環境研究の中核的研究機関として、我が国が目指すべき脱温暖化社会、循環型社会等４

つの社会を構築するための地球環境研究分野、資源循環・廃棄物研究分野などの環境研究の柱と

なる分野について、国内外の環境政策の動向及び環境研究の動向を把握し、進めるべき環境研究

の方向性を示す。そのため、国内外の環境関係機関や国際的プログラム等と連携し、また研究の

連携を具体化するための中核的な役割を果たすことを目指す。 

また、目指すべき研究の水準としては、国内あるいは国際的な環境政策の立案、運用等の科学

的根拠として活用される科学的データ・事実等を測定・把握し、解析し、検証して科学的因果関

係を明らかにすべく、幅広い環境研究の分野について重点化を図りつつ総合的に最高水準の成果

を出していくことを目指す。 

さらに、国民の環境問題に対する意識の高まりにこたえるためにも、環境情報の提供は研究業

務と並んで重要な柱であり、民間による自主的な環境保全に関する取組を支援するため、様々な

種類の環境情報をインターネット等を通じて提供する必要がある。 

 

１．環境研究に関する業務 

(1) 環境研究の戦略的な推進 

①環境研究の体系的推進 

環境研究の中核的研究機関として、中長期的視点に立って将来の環境研究の課題を見通し、新

たな環境研究の体系をその柱となる研究分野で構成し、基礎研究から課題対応型研究まで一体的

に、分野間連携を図りつつ推進する。また、環境研究の推進とあわせて長期的な取組が必要な環

境研究の基盤整備を行う。 

②課題対応型研究の推進 

  政策貢献を担う研究機関として、環境基本計画、科学技術基本計画、推進戦略等を踏まえ、特

に社会や政策への貢献が急がれる課題や、環境科学技術面から取組の急がれる課題等に対応する

ため、組織的に集中して研究展開を図る課題対応型の研究プログラムを推進する。 

③中核的研究機関としての連携機能の強化 

国内外の中核的研究機関としてこれまでに構築してきた研究機関・研究者ネットワーク等の蓄

積を活かし、内外の環境分野の研究機関との連携を国環研のリーダーシップにより戦略的に推進

するための体制を整備し、中核的研究機関としての機能をさらに強化する。 

国内においては、他の研究機関等（独立行政法人、大学、地方自治体環境研究機関、民間企業

等）との共同研究等を通じて、環境研究全体の一層のレベルアップを図る。このため、他機関の

研究実施状況や成果に係る情報を把握して、効果的な環境研究の推進体制を構築し、外部競争的

資金も活用した共同プロジェクトなどの効率的な研究の実施に努める。なお、温室効果ガスの影

響評価、温室効果ガス削減効果等の地球温暖化対策に向けた研究については、今後とも他の研究

機関の研究課題との重複の排除を図りつつ、連携を強化するものとする。 
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海外については、海外の研究者、研究機関及び国際研究プログラムとの連携を推進するととも

に、国際的な研究活動、国際研究交流、国際研究協力等に取り組む。 

④環境政策立案等への貢献 

政策貢献型の研究機関として、国環研の研究成果が、国内外の環境政策の立案や実施、見直し

等に貢献するよう、更なる取組の強化を行う。そのため、環境政策の検討に向けて、研究成果を

積極的に提供、発信するとともに、環境政策の決定に必要となる科学的な事項の検討への参加、

関係審議会等への参画を通じて幅広く貢献する。また、研究分野ごとに研究成果と政策貢献との

関係を把握し、政策貢献に関する評価の仕組みを構築する。さらに、環境の状況等に関する情報、

環境研究・環境技術等に関する情報を収集・整理し、提供する。当面の課題として、地球環境モ

ニタリングの推進等により、温室効果ガス排出量の中長期的な削減目標の達成のための地球温暖

化対策に関する計画の策定などの環境政策の展開に資する科学的知見やデータの提供等を行うほ

か「子どもの健康と環境に関する全国調査」、化学物質のリスク評価等の政策支援を的確に実施

する。また、生物多様性保全に関し、広域的な生物多様性の状況の観測等の手法開発、生物多様

性条約の愛知目標の達成状況評価のためのデータの収集・提供等を行う。さらに、東日本大震災

からの復興に向けて、災害と環境に関する研究、特に環境中へ放出された放射性物質による汚染

に関する研究などを実施する。加えて、福島県環境創造センター（仮称）の設置・運営に向け、

福島県と連携して必要な検討・準備を行う。 

⑤研究環境の質の向上 

  研究費の適正かつ効果的な配分、外部研究資金獲得能力の向上、研究空間の整備と最適配分、

人材育成等のための研修などを更に充実させるほか、研究活動に役立つ情報の収集・整理・提供

などにより、研究者が能力を最大限に発揮する研究環境を確立する。 

また、公募と評価に基づき運営される所内公募型研究を、分野間連携を重視しつつ実施するな

ど、研究者の意欲及び能力を十分に引き出す研究環境を充実させる。 

 

(2) 研究の構成 

環境研究を体系的に推進するとともに、重要な環境研究課題に対応するための研究プログラム

（課題対応型の研究プログラム）を推進する。また、災害と環境に関する研究を行う。さらに、

環境研究の基盤整備を行う。 

① 環境研究の柱となる研究分野 

環境研究の柱となる８の研究分野を以下のとおり設定する。これら研究分野において、基礎研

究から課題対応型研究まで一体的に推進するとともに、分野間の連携も図りつつ実施し、目標の

達成を図る。  

 

ア．地球環境研究分野 

地球環境の現況の把握とその変動要因の解明、それに基づく地球環境変動の将来予測及び地球

環境変動に伴う影響リスクの評価、並びに地球環境保全のための対策に関する調査・研究を実施

する。 

イ．資源循環・廃棄物研究分野 

社会経済活動に伴う物質の利用と付随する環境負荷の実態解明及び将来展望、資源性・有害性

の両面からみた物質の評価・管理手法の構築、並びに資源の循環的利用、廃棄物・排水等の適正
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処理及び汚染された環境の修復・再生のための技術・システムの開発、評価及び地域実装に関す

る調査・研究を実施する。 

ウ．環境リスク研究分野 

化学物質等の環境リスク要因の同定、曝露経路及び動態の解明と曝露評価法、有害性評価に資

する機構解明と健康リスク評価法、生態影響評価に資する機構解明、試験方法及び生態リスク評

価法並びに環境リスクの評価と政策・管理に関する調査・研究を実施する。 

エ．地域環境研究分野 

アジアを中心とする海外及び国内における地域環境問題について、人間活動による環境負荷と

大気、水、土壌などの環境媒体を通した人・生態系への影響等に関する、国を越境するスケール

から都市スケールまでの多様な空間で発生する環境問題の理解と対策に関する研究とそれらの総

合化によって、地域環境問題の総合的かつ実効的な解決策を見出し、適用して行くための調査・

研究を実施する。 

オ．生物・生態系環境研究分野 

地球上の多様な生物からなる生態系の構造と機能及び構造と機能の間の関係、並びに人間活動

が生物多様性・生態系に及ぼす影響の解明に関する調査・研究を様々な空間及び時間スケールで

実施する。 

カ．環境健康研究分野 

環境汚染物質等の環境要因による健康影響及びその発現機構の実験的研究による解明と評価、

簡易・迅速な曝露・影響評価系の開発、並びに環境が健康にもたらす影響の同定と要因の究明に

関する疫学的調査・研究を実施する。 

キ．社会環境システム研究分野 

 人間と環境を広く研究の視野に入れて、社会経済活動と環境問題との関わりの解明、環境と経

済の調和した持続可能な社会のあり方、並びにそれを実現するためのシナリオ・ロードマップ及

び対策・施策に関する調査・研究を実施する。 

ク．環境計測研究分野 

環境の状態や変化を把握・監視するための環境計測・モニタリング手法や、環境ストレスに対する

生体・生物応答の計測技術の開発・高度化に関する調査・研究を実施する。また、大量・多次元

の計測データから必要な環境情報を抽出するための情報解析技術の開発・高度化に関する調査・

研究を実施する。更に、化学分析精度管理手法の改善や相互比較などによるデータ質の評価、環境

標準物質の調製と環境計測への応用、並びに環境試料の保存や保存試料の活用技術の開発に関わ

る調査・研究を実施する。 

 

また、上記の分野の中で、緊急かつ重点的な研究課題や次世代の環境問題に先導的に取り組む

研究課題を設定し、課題対応型の研究を進める必要がある。 

 

② 災害と環境に関する研究 

東日本大震災などの災害と環境に関する研究として、放射性物質に汚染された廃棄物・土壌の

処理処分技術の評価・開発や、放射性物質の環境動態解明等に関わる調査・研究を総合的・一体

的に推進するとともに、福島県など他の機関との連携を図りつつ実施し、目標の達成を図る。 
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③ 環境研究の基盤整備 

環境研究の推進とあわせて長期的な取組が必要な環境研究基盤として、衛星による温室効果ガ

スモニタリングを含めた地球環境モニタリング等の環境の観測・解析、環境試料の保存・提供、

各種データベース等の研究基盤を整備する。また、今期から本格的に動き出す「子どもの健康と

環境に関する全国調査」について、環境省の基本計画に基づくコアセンターとしての調査の総括

的な管理・運営を行う。 

また、中核的研究機関として国内外の環境分野の研究機関と連携して研究を推進する基盤を強化

する。その際、長期モニタリング事業及び環境試料等の収集・保存については、平成２２年１２

月２２日付け「『独立行政法人国立環境研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性』

における指摘事項を踏まえた見直し」で示したところにより、必要な見直しを行ったうえで、効

果的、効率的に実施するものとする。 

 

(3) 研究成果の評価 

国環研の研究評価実施要領に基づき研究課題及び各研究分野の研究活動についての評価を行い、

その結果を研究活動に適切にフィードバックする。 

具体的には、以下のとおり研究評価を実施する。 

①研究評価は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえ、国環研内における内部研

究評価を実施するとともに、外部専門家を評価者とする外部研究評価を効率的・効果的に

実施し、その評価結果は公表することとする。 

②評価結果は研究資源の配分等、業務運営に適切に反映させる。 

③個別の研究課題ごとの研究評価においては、研究の直接の結果（アウトプット）とともに、

国内外の環境政策への反映、環境研究への科学的貢献等、得るべき成果（アウトカム）に

ついても評価する。 

④研究評価の方法は、本中期目標の趣旨を踏まえ、ア．科学的、学術的な観点、イ．環境問

題の解明・解決への貢献度、ウ．環境行政や国際的な貢献度等の観点から、合理的な指標

を定め、総合的に評価する方法を設定する。 

 

２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

国民の環境問題に関する理解を深めるとともに、国等の環境政策及び企業、民間による自主的な

環境保全に関する取組を支援するため、様々な種類の環境情報をインターネット等を通じて効果的

また統合的に利用できる情報基盤の整備・運用を行う。 

その際、利用者が必要な情報にたどり着きやすいよう、提供する情報の相互運用性の向上を図る

など情報基盤の機能を充実させ、環境研究機関等との連携に配慮するとともに、利用者の身近な環

境情報の収集・活用について検討するなど双方向コミュニケーションの充実に留意する。 

本業務の目標を達成するために、次のとおり、重点的・体系的に業務を実施することとし、５年

間で新たに１０，０００件の情報源情報（メタデータ）を収集･整理し、提供することを目指す。 

 

(1) 環境の状況等に関する情報提供 

我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質等の環境の状況に関するデータ及び環境指標・環境統
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計等、行政機関等により収集された基礎データを広く収集・整理し、様々な利用に対応できるデ

ータとして取りまとめるとともに、地理情報システム（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限

り分かりやすい方法で提供する。 

 

(2) 環境研究・環境技術等に関する情報提供 

環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説、競争的資金などの支援情報その他の環境研究・

環境技術に関する情報等を収集・整理し、提供する。提供に当たっては、関連情報へのリンクを

提供するなど、多角的で分かりやすい情報の提供に留意する。 

 

３．研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進 

(1) 研究成果の提供等 

国民の環境保全に対する関心を高めるとともに、環境問題に関する科学的理解と研究活動への

理解を増進するため、インターネット、プレスリリース、公開シンポジウム等を通じ、研究活動

や研究成果の積極的な発信に努める。その際、環境研究の専門的知識を持たない主体に対しても、

分かりやすく、かつ正確な発信に努めるとともに、特に、政策貢献型の研究機関として国環研が

果たしている役割や、研究成果と環境政策との関連性等の情報発信を強化する。 

広報活動については、職員の広報に対する意識の向上を図るとともに、広報・成果普及等業務

計画を策定し計画に基づき実施する。その際、広報内容と利用者のニーズ等を考慮し、経費削減

の観点を加えつつ、効率的・効果的な広報媒体を選択する。さらに、地域社会に根ざした法人と

しての役割と責任を踏まえた広報活動にも心がける。これらの広報活動については、外部専門家

の意見も聴取しつつ、より効果的なものとなるように努める。 

具体的には、以下により研究活動・研究成果に関する情報を幅広く提供する。 

 

① 発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 

個別の研究成果の発表について、第３期中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌上発表件

数及び口頭発表件数を、それぞれ第２期中期目標期間中と同程度に確保する。 

② マスメディアを通じた研究成果等の普及 

研究活動や研究成果に関する正確で、興味深い情報をタイムリーに、マスメディアを通じて

積極的に発信するとともに、マスメディアを対象とした定期的な勉強会等の開催に努める。 

③ インターネット等を通じた研究成果等の普及 

ホームページ等による情報発信に重点化して研究所の最新の動向を正確かつ迅速に発信する

とともに、利用者が必要とする情報に効率的にアクセスできるよう、ホームページの機能強化

に努める。また、利用者のニーズを踏まえつつ、刊行物等の広報手段を活用し、研究活動・研

究成果の解説・普及に努める。 

 

(2) 研究成果の活用促進 

研究基盤としてのデータベースや保存試料などの外部研究機関等への提供や、産学官交流の促

進、アジア地域等での環境産業育成を図る政策展開との連携等を通じて、研究成果の活用促進に

努める。知的財産については、財務の効率化及び権利化後の実施の可能性を重視して、研究所が
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保有する特許権等を精選し活用を図る。 

(3) 社会貢献活動の推進 

   研究成果の国民への普及・還元を通じて、社会貢献に一層努める。具体的には成果発表会・公

開シンポジウムの開催（年１回以上）、一般の国民を対象とした見学会の積極的な実施と対応及び

普及啓発、並びに各種のシンポジウム、ワークショップ等の実施や参画を通じた成果の分かりや

すい説明及び環境教育活動への取組を一層進める。見学対応においては、展示内容や展示方法を

工夫しつつ、わかり易く興味を持てる説明に努める。 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項  

 

１．研究所の運営・支援体制の整備 

独立行政法人化の要請である効率化と環境研究等の充実・強化の両立を図るため、次の諸点に留

意しつつ、適切な体制の確立を図る。 

（１）研究活動については、その内容について評価を行い、それを反映して研究プログラムを構成

する研究プロジェクトを見直すなど、柔軟に運営する。 

（２）国内外の関係機関との連携を強化する。 

（３）コンプライアンス徹底、広報・アウトリーチ活動を強化する。 

なお、体制については、理事長の指揮のもと絶えず検討し、必要に応じ見直しを行い、独立行政

法人として効率的で自立した運営が可能な組織とする。特に管理部門については、業務の見直し、

業務分担の整理等により業務の効率化を図る。 

  

２．人材の効率的な活用 

（１）人的資源の最適配置を行うほか、優れた研究者の登用、既存の人材の活性化・有効活用など

により人事管理を行い、人材の効率的活用を図る。各研究部門において、専門的、技術的能力

を維持・継承できる体制を構築する。 

（２）管理部門の事務処理能力の更なる向上を図るため、研修会や関係するセミナーへの参加や高

度技能専門員の積極的な活用を図る。 

（３）職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発揮に資するよう、また、国環研の的確

な業務遂行に資するよう適宜見直しを行う。また、学術論文の形になりにくい環境政策対応等

の研究活動の実績を適切に評価する。 

  

３．財務の効率化 

（１）国環研の環境研究の取組の強化への要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運営費交付金に

係る業務費のうち、毎年度業務経費については１％以上、一般管理費については３％以上の削

減を目指す。なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った

上で、適切な見直しを行うものとする。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組む

とともに、その検証結果や取組状況を公表するものとする。 

また、総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する
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法律」（平成 18 年法律第 47 号）に基づく平成 18 年度から５年間で５％以上を基本とする削

減等の人件費に係る取組を平成 23 年度も引き続き着実に実施するとともに、政府における総人

件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。 

（２）国環研の知的・物的能力を、業務に支障のない範囲で、所外の関係機関等に対して提供して

収入を得ること等により、円滑な財務運営の確保に努める。 

（３）契約については、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する

観点から、国環研が毎年度策定する「調達等合理化計画」等に基づき、原則として一般競争入

札によるものとし、契約の適正化を着実に実施するとともに、内部監査や契約監視委員会等に

より取組内容の点検・見直しを行う。 

   また、研究・開発事業等に係る調達については、他の独立行政法人の事例等をも参考に、透

明性が高く効果的な契約の在り方を追求する。 

 

４．効率的な施設運用 

（１）研究施設の現状や利用状況を把握し、施設の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での

有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、保有資産の保有の必

要性について、継続的に自主的な見直しを行う。なお、生態系研究フィールドⅡについては、当

該フィールドで現在実施している研究が平成 27 年度を目途に終了することから、当該フィール

ドにおける機能を国環研本構の敷地内を含む他の場所に確保し、当該フィールドについては、現

在実施している研究が終了した後、速やかに、国庫納付する。 

（２）研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分の方法を見直すなどによ

り、研究施設の効率的な利用の一層の推進を図るとともに、計画的な施設の改修・保守管理を

行う。 

 

５．情報技術等を活用した業務の効率化 

（１）各種業務の効率化に資するため、コンピュータシステムに関する最適化計画に基づくこれまでの

取組を踏まえ、所内ネットワークシステム及び人事・給与システム、会計システム等の基幹システ

ムの適切な管理・運用を行う。 

（２）研究業務の効率化に資するため、研究関連情報データベースを適切に運用する。 

（３）情報セキュリティポリシー及び実施手順等に従い適切な情報セキュリティ対策を進めるとともに、

自己点検等の結果を踏まえ、運用の適切な見直しを行う。さらに、情報端末やソフトウェア資産等

の集中管理を進める。 

  

６．業務における環境配慮等 

 業務に当たっては、物品及びサービスの購入・使用並びに施設の整備及び維持管理に際しての環

境配慮を徹底するために、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく政府の事務及び事業に関

する温室効果ガスの排出の抑制等のための実行計画に定められた目標を踏まえ、その目標を達成し

ている状況の維持を図ることや、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく環

境負荷の低減に資する物品調達を進めること等により、電気・ガス等の資源・エネルギー使用の削

減、廃棄物の減量化、リサイクル及び適正処理の徹底、化学物質管理の強化に努めるなど自主的な

環境管理に積極的に取り組む。 
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また、業務における環境配慮の成果を毎年度取りまとめ、環境報告書として公表する。 

 

７．内部統制の推進 

 適切な内部統制を確保し、業務運営の適正化・効率化を図るため、以下のとおり進行管理を行う。 

（１）研究の実施に当たっては、 毎年度の研究計画を計画年度等の妥当性を精査しつつ作成・公表

するとともに、研究責任者による進行管理に加えて、外部の専門家の評価・助言を受け、研究

所全体としてフォローアップを行う。 

（２）業務運営については、毎年度、理事長等によるユニット評価や業務実績報告書の作成を通じ

た自己点検を行い、その結果を翌年度の業務に反映するなど、業務運営の改善を促進する。 

（３）理事会に加え、ユニット長会議や研究評価委員会を定期的に開催し、適切な進行管理を行う。 

（４）社会的信頼に応える良質な業務運営管理の確保するため、コンプライアンス基本方針に基づ

く取組を進めるとともに、監査結果を一層適切に活用する。特にコンプライアンス委員会にお

いて、その体制の強化や取組状況のフォローアップを行う。 

 

８．安全衛生管理の充実 

 事故及び災害等の発生を未然に防止し、安心して研究等に取り組める環境を確保するため、職場

における危険防止・健康障害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練の推進、メンタルヘルス対策

等職員の健康管理への配慮等、安全衛生管理の一層の充実を図る。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

第３の３「財務の効率化」で定めた事項に配慮した中期目標の予算を作成し、当該予算による運

営を行う。 

また、健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使用に

努めるとともに、競争的な外部研究資金、受託収入、寄附金等についても、引き続き、確保に努め

る。特に、競争的な外部資金の第３期中期目標期間中の年平均額については、環境研究に関する競

争的外部資金の動向を踏まえつつ、第２期中期目標期間中の年平均額と同等程度を確保することを

目指す。その際、国環研のミッションに照らして、申請内容や当該資金の妥当性について審査・確

認する。 

 

第５ その他業務運営に関する事項 

 

１．施設及び設備の整備に関する計画 

良好な研究環境を維持するため、施設及び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に必要な施設及

び設備の計画的な整備に努める。 

  

２．人事に関する計画 

人件費の削減に伴い、ポストドクターなどの契約研究職員が研究所の研究能力に占める比率が高

まってきた。このため、将来に向けての研究所の活力を維持するため、研究職員の能力開発を適正

に行う体制を確保するとともに、若手研究者、女性研究者、外国人研究者等の研究参画意欲の一層
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の促進を図る。 

 


